
 

 

給食業務委託仕様書 

 

 

 給食業務の実施にあたっては，この仕様書の定めるところにより行うものとする。 

 

 

１ 業務履行場所 

  水戸市双葉台３丁目３番地の１ 

  茨城県立こども病院 

 

２ 業務の目的 

  患者給食業務は，病院給食関係法令に基づき，医療の一環として入院患者の疾病治療，あるいは療

養上の医療効果を高めるとともに，患者が満足するきめ細やかなサービスと衛生的で安心安全な食

事を提供することを目的とする。 

 

３ 業務の範囲 

 (1) 茨城県立こども病院の入院患者の朝食，昼食，夕食（離乳食，おやつ，ミルクを含む）を対象と 

  し，委託する業務は次のとおりとする。当該業務は全て受託者の責任において実施すること。 

  ア 調理・調乳業務 

    受託者は，病院が作成した献立表等に基づく所定の栄養を満たし，かつ患者に満足を与えるよ

   う誠意をもって調理・調乳を行い，盛付・分注業務を行うこと。 

     出来上がった給食は，配膳前に献立に沿った調理になっているか，喫食者と食種の適合がなさ 

   れているか等の確認を行うこと。また，必要に応じて確認の際に病院の栄養士が立ち会うものと

する。 

  イ 配膳業務 

    受託者は，調理・調乳・盛付・分注したものを各患者ごとに指定した場所に所定の時間までに 

   運搬し，数量，食種等確認のうえ，病院の看護師に適確に手渡さなければならない。 

   ウ 下膳業務 

    受託者は，所定の時間に指定した場所にて食器ならびに哺乳瓶等を確認のうえ下膳または引き

びんを行い，残食の状況調査を行わなければならない。 

   エ 残飯処理業務 

      受託者は，調理に伴う残菜・残食を衛生的に処理し，院外に搬出しなければならない。 

   オ 食器洗浄消毒業務 

    受託者は，下膳した食器類を整理後，適切に洗浄・消毒し，数量を確認のうえ清潔に保管しな 

   ければならない。 

   カ 厨房管理業務 

    受託者は，使用する厨房等を常に清潔に保持し，定期的に清掃消毒するとともに，防そ・防虫

   に万全を期さなければならない。 

  キ 衛生管理業務 

    受託者は，厚生労働省通知による「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従い，常に適切な衛

   生管理に努めなければならない。 

   ク 帳票管理業務 

    受託者は，業務に伴う各種帳票を適切に管理しなければならない。 

   ケ 保存食の確保及び検食の提出業務 

    受託者は，毎食ごとに保存食を確保するとともに，検食として病院が指定した食数を病院に提 

   出しなければならない。 

   コ 食材料の調達管理に関する業務 

受託者は，病院の作成した献立表及び喫食者数に基づき，食材料の発注を行い，食材料の発注



 

 

   ・調達を行ったものについては適正に検収を行うこと。また，必要に応じて検収の際に病院の栄

    養士が立ち会うものとする。 

調達した食材料は，病院が指定する場所で保管し，保存状況ならびに消費期限を管理すること。 

予定食数は，別表のとおりとする。 

  サ 非常食の調達管理に関する業務 

受託者は，本契約に基づく業務を開始するにあたって，非常・災害時に病院が必要とする非常

   食３日分（ミルク，治療乳を含む。）を調達するものとする。 

調達した非常食は，病院が指定する場所で保管し，保存状況ならびに消費期限を管理すること。 

非常・災害等が発生した時は，病院の指示に従って非常食を使用した献立に切り替えるものと

   する。なお，使用した非常食は，受託者の負担にて速やかに補充すること。 

  シ 食数管理業務 

    受託者は，病院の指示に従い，食事オーダーシステムを用いて次の業務を行うこと。 

   ① 食札出力業務 

   ② 患者別食事配膳表出力業務 

   ③ 病棟別調乳表出力業務 

   ④ 調乳表送付用紙出力業務 

   ⑤ 全病棟調乳集計表出力業務 

   ⑥ 食数集計表出力業務 

   ⑦ その他，食数管理業務に関し，病院が指示する業務 

  ス その他 

    その他病院の指示する業務 

 (2) 病院は，必要の都度受託者の関係書類・材料・作業状態・保健衛生状態・その他の管理状況等の 

  業務内容を立入り検査することができる。 

 

４ 施設等の取扱い 

 (1) 給食業務に必要な厨房・調乳室・洗浄室・下処理室・食品庫・更衣休憩室・事務室・エレベ－タ 

  －を受託者に無償で貸与する。 

 (2) 厨房機器・給食備品類・事務備品・食数管理業務用備品（食事オーダーシステムを含む。）は病

  院側で調達し，受託者に無償で貸与する。 

 (3) 業務に使用する水，電力等光熱水費及び事務用通信費は病院側で負担する。 

 

５ 具備するべき受託基本条件 

給食業務の受託者は，次に掲げる受託条件を満たし，病院施設での対応が十分可能な者とする。 

 (1) 過去５年間（平成３０年１０月１日から令和５年９月３０日までの期間）に日本国内の小児専 

  門病床１００床以上の病院において，本業務と同程度の給食業務を受託運営した経験があること。 

 (2) 一般財団法人医療関連サービスマーク振興会から医療関連サービスマーク制度（患者給食等）の

  認定を受けていること。 

 (3) 委託契約を締結するにあたっては，公益社団法人日本メディカル給食協会と業務代行保証契約を

  締結すること。 

 

６ 給食委託の条件 

 (1) 給食レベル 

     厚生労働省告示「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用

  の額の算定に関する基準」に定められた入院時食事療養（Ⅰ）の基準を十分に満たす内容であるこ

  と。 

 (2) 献立 

   献立の基本的なサイクルを１４日（２週間）サイクルとし，朝食については，調理済食品（既製

品）を取り入れた内容とする。 



 

 

   また，行事食的献立（サンドイッチ，プレート皿，弁当箱提供等）はクリスマス等の行事の際に

限定し，通常時は極力簡素化した内容とする。 

 (3) 配膳時間 

   ア 食事 

                         朝食    ７：３０ 

                         昼食   １２：００ 

                         夕食   １８：００ 

   イ おやつ 

                         第１回  １０：００ 

                         第２回  １５：００ 

  ウ 離乳食 

                         第１回  １０：００ 

                         第２回  １５：００ 

                         第３回    １８：００ 

 (4) 下膳時間 

  ア 食事 

                         朝食        ９：００ 

                        昼食      １３：３０ 

                         夕食      １９：００ 

  イ おやつ 

                         第１回    １１：００ 

                         第２回    １６：００ 

   ウ 離乳食 

                         第１回    １１：００ 

                         第２回    １６：００ 

                         第３回    １９：００ 

 (5) 配乳時間 

                         配乳      １４：００ 

                         引ビン    １０：３０ 

 (6) 食事オーダーの入力確認 

   病院指定の帳票類を出力する前に，入院患者の食事オーダーの入力確認を行うこと。 

食事オーダーの締め切り時間（食事：配膳時間の１時間前，配乳：午前１１時）後の食事オー

ダーの追加，変更については，原則として次回の食事からの提供とする。 

   締め切り時間後の電話連絡については，原則として病院職員が対応（土曜日，日曜日及び祝日等，

病院職員が不在の場合は受託者が対応）する。 

 (7) 帳票類出力時間 

  ア  ９：００～ ９：１０ 

    ・おやつ食札（１０時変更分），患者別食事配膳表（１０時おやつ分），おやつ変更者一覧

（１０時変更分），食数集計表（当日分，翌日分），昼食食札（変更分），昼食変更者一

覧 出力 

  イ １１：００～１１：３０ 

    ・昼食食札（変更分），患者別食事配膳表（昼食分），昼食変更者一覧 ，おやつ食札（１５

時おやつ分），病棟別調乳表（当日分），調乳変更リスト（当日分），調乳ラベル（当日

分），調乳人員・本数集計表（当日分）出力 

  ウ １２：００～１２：１０ 

    ・夕食食札（当日分），食数集計表（当日分）出力 

  エ １４：００～１４：１０  

    ・おやつ食札（１５時おやつ変更分），患者別食事配膳表（１５時おやつ分），おやつ変更者



 

 

一覧（１５時おやつ分）出力 

  オ １５：３０～１５：４０ 

    ・朝食食札（翌日分），おやつ食札（翌日１０時おやつ分），昼食食札（翌日分），食数集計

     表（翌日分），夕食食札（変更分），夕食変更者一覧 出力 

  カ １６：００～１６：１０ 

    ・病棟別調乳表（翌日用），全病棟調乳集計表出力（翌日分），調乳量集計表（翌日分），調

乳送付表（翌日分）出力 

  キ １７：００～１７：１０ 

    ・夕食食札（変更分），患者別食事配膳表（夕食分）夕食変更者一覧 出力 

  ク １８：００～１８：１０ 

    ・朝食食札（翌日変更分），患者別食事配膳表（翌日朝食分），朝食変更者一覧，食数集計表

（翌日分）出力 

 

７ 指示事項 

 (1) 業務協力 

    受託者は，業務の実施にあたり，病院の指示監督のもとにその責務を果たし，単に営利を目的と 

  することなく患者の療養に協力しなければならない。 

 (2) 遵守事項 

   受託者は，業務の実施にあたり，善良な管理者の注意を払うとともに，関係法令に基づき次の事 

  項を遵守しなければならない。 

  ア 医療法施行規則第９条の１０第１号から第１３号 

イ 平成５年２月１５日付厚生省健康政策局長通知（健政発第９８号）の第三 

ウ 平成５年２月１５日付厚生省健康政策局指導課長通知（指第１４号）の第四 

   エ 病院の行う指示に誠意をもって従うこと 

  オ 常に業務改善のための研究努力を行うこと 

  カ 常に技術研さんに努めること 

  キ 省資源・省エネルギ－に努めること 

  ク 衛生管理に努めること 

  ケ 災害防止に努めること 

 (3) 業務責任者の配置 

  ア 受託者は，業務の実施にあたり業務遂行上の責任者を定め，病院に届け出るとともに，常駐さ

   せて連絡調整の任にあたらせること。また，業務責任者が不在のとき，その職務を代行する者を

   定めること。 

イ 業務責任者は，病院給食業務５年以上の経験を有する管理栄養士又は栄養士資格を有する者

とすること。 

ウ 業務責任者の１年未満での異動は，原則として行わないこと。 

 (4) 業務従事者の確保 

  ア 受託者は，必要な人員を必要な構成で配属しなければならない。 

  イ 受託者は，業務従事者名簿（担当業務・氏名・年齢・住所を記載したもの）に写真と業務に従 

   事するために必要な資格を証する書類の写しを添付して病院に提出すること。新たに配属された

   場合も同様とし，配属が解かれた場合は変更後の業務従事者名簿を提出すること。 

 (5) 従事者の服務・規律 

   受託者は，業務従事者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。 

  ア 勤務中は，受託者制定の衣服を着用すること。 

  イ 勤務中は，礼儀正しく品行を慎み，応接にあたっては懇切丁寧を旨とし，仮にも粗暴にわたる 

   言動があってはならない。 

  ウ 勤務中に飲酒をしてはならない。また酒気をおびて勤務をしてはならない。 

  エ 病院敷地内での喫煙，その他勤務の遂行を怠るような行為をしてはならない。 



 

 

  オ 勤務中は，病院の規則等に従うこと。 

 

８ 報告等 

 (1) 受託者は，業務の実施にあたり，医療法施行規則第９条の１０第８号及び第９号に規定する標準

  作業書及び業務案内書を作成し，病院に提出し承認を得なければならない。 

 (2) 受託者は，業務終了後「調理作業日誌」を記録し病院担当者に提出しなければならない。 

 (3) 受託者は，下膳の際に行った残食状況調査を記録し，病院担当者に提出しなければならない。 

  (4) 受託者は，病院が定めた委託業務に関する帳票類を整備し，毎月の委託料請求書に添付し，病院 

  に提出しなければならない。 

  (5) 受託者は，従事者の健康管理状況の結果をその都度速やかに病院に提出しなければならない。 

  (6) 受託者は，業務実施に際して異常を認めた場合は，直ちに病院に報告し，その指示に従わなけれ 

  ばならない。 

  (7) 受託者は，事故が発生したときは，直ちに適切な措置を講ずるとともに病院に報告し，その指示 

  に従わなければならない。 

 

９ 業務の引継ぎ 

   受託者は，契約期間の満了又は契約の解除等に伴い，新たに配置される受託者と交替する場合は，

  病院の運営に支障のないよう，病院が定める必要期間内に十分な時間及び内容をもって全ての業務

  の引継ぎを行わなければならない。 

 

10 協議 

  (1) 受託者は，具体的献立の調理操作内容及び調乳操作内容について，病院側と十分に協議して実施 

  しなければならない。 

  (2) 受託者は，やむを得ない理由により病院の指示する献立を調理できないときは，直ちに病院と協 

  議し，必要な措置を講じなければならない。 

 

11  その他 

  (1) 本仕様書以外の業務運営については，別に定める作業基準書によるものとする。 

  (2) 貸与された室の火気取締については，火気取締責任者を定めて遺漏のないようにすること。 

 (3) 本仕様書に定める患者給食業務を受託するにあたっては，別仕様書に定める職員等給食業務につ

  いてもあわせて受託すること。 

  (4) ここに記載されていない事項については，委託者・受託者誠意をもって協議し決定するものとす 

  る。 

 

 

別表 

 

 食数見込表                                        （単位：食） 

             区        分     予定食数 

患者食（常食・粥食（流動食を含む）・治療食・離乳食・検食）     ３６，０００ 

ミルク（普通乳・未熟児乳・治療乳）     ３２，０００ 

合 計     ６８，０００ 

（注）１ 上記の予定食数は，令和６年度から令和８年度までの単年度あたりの予定食数（保存食  

    を除く。） 

２ 患者食には１日２回おやつを付加すること。（おやつは食数にはカウントしない） 

３ ミルクは実際の調乳・調整本数には依らず，１日３食で計算する。（実際は医師の指示本数

 に従い調乳・調整すること。） 

 



 

 

＜参考＞ 

 

 令和２年９月～令和５年８月 食数実績                         （単位：食） 

             区        分     食数実績 

患者食（常食・粥食（流動食を含む）・治療食・離乳食・検食）     ３５，７４４ 

ミルク（普通乳・未熟児乳・治療乳）     ３１，１４０ 

（本数：１１６，８８７） 

合 計     ６６，８８４ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              作業基準書 

 

 

 この基準書は，給食業務を実施するにあたり，作業上留意する基準を示すものである。 

 

 

１ 従事者の作業管理 

  (1) 従事者の中から責任者を定め，指揮監督にあたらせること。 

  (2) 責任者は，絶えず病院と密接な連絡をとるとともに，病院指示事項を従事者に徹底させること。 

  (3) 責任者は，作業に従事するにあたり事前に勤務表を病院に提出し，変更のあるときは速かに報告 

  すること。 

  (4) 従事者は，勤務表に基づき就業することを原則とし，常に作業に支障がないよう従事者の補充等 

  の措置を講ずること。 

  (5) 従事者の中から盛付業務の担当者を定めておくこと。 

  (6) 責任者は，常に作業の内容を分析・検討し，合理化・能率化を図ること。 

  (7) 常に内部研修会，研究会を自主的に行い自己研さんに励むこと。 

 

２ 従事者の衛生管理 

  (1) 従事者の健康管理については絶えず注意を払うとともに，年１回以上健康診断を実施し，その結

  果を病院に報告すること。 

  (2) 従事者の細菌検査は毎月１回以上（ただし５月～１０月は月２回）実施し，その結果を病院に報

告すること。検査項目については，赤痢菌・サルモネラ菌・腸管出血性大腸菌の検査を実施するこ

と。ただし，月２回目の検査時には，腸管出血性大腸菌検査の項目は省略してもよいこととする。

また，必要に応じ１０月～３月にはノロウイルスの検査を含めること。 

 (3) 従事者が次に該当するときは，直ちに病院に報告し，調理作業を含む全ての業務に従事させては

  ならない。また，次のア，イに該当する同居者がいる従事者も同様とする。 

ア 赤痢（疫痢を含む），腸チフス，パラチフス，コレラ，腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７等「感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年１０月２日法律第１１４号，

以下次項において「感染症法」という。）」による第１類感染症から第３類感染症までの感染症 

イ 感染症法による感染症の保菌者 

ウ 化膿性創傷，伝染性皮膚疾患 

エ 新型インフルエンザ等の感染症 

 (4) 新たに従事させようとする従業者について，次の項目について抗体価検査を実施し，その状況を

  甲に報告する。なお，抗体のない者についてはワクチン接種を実施する。また，信仰上の理由など

  諸事情により接種ができない者は，患者に接する業務に従事させてはならない。 

ア 麻疹 

イ 風疹 

ウ 水痘 

エ 流行性耳下腺炎 

  (5) 従事者は，近隣に感染症発生の場合は，速やかに病院に申し出て指示を受けること。 

 

３ 作業 

  (1) 共通的事項 

  ア 作業に際しては，日誌・予定表等を作成し，能率よく作業する習慣をつけること。 

  イ 作業中は，専用の被服・帽子・履物・前掛等を着用し，作業にたずさわらないときはこれらを 

   着用しないこと。 

  ウ 作業上必要がある場合は必ずマスク・手袋を着用すること。 

  エ 常に被服・頭髪・手指・爪等の清潔保持に努めること。 



 

 

  オ 厨房内で更衣・喫煙・休息・放痰等の不潔な行為はしないこと。 

  カ 就業前，用便後，休息後，電話使用後はその都度手指の洗浄消毒を行うこと。 

  キ 作業中は，髪・鼻・口・耳等に手を触れないこと。 

  ク 火気取締責任者を定め火気の扱いには十分気をつけること。 

  ケ 電気・ガス・水・給湯等の使用にあたっては節約に努めること。 

  コ 作業中は無駄な私語は慎むこと。 

  (2) 調理・調乳作業 

  ア 食事の調理，盛付，ミルクの調乳・分注にあたっては，献立表・調乳表の指示に従い作業する 

   こと。 

  イ 調理・調乳の方法等に疑問がある場合は，必ず再確認をしたうえで作業にとりかかること。 

  ウ 調理・調乳した食事・ミルクの種類，濃度については指示通りであるか必ず確認すること。 

  エ 盛付・分注した食事・ミルクについては指示通りの量・本数・内容であるか必ず確認すること。 

  オ 次献立，翌日の献立・調乳の指示については必ず事前に把握し，作業の能率化を図ること。 

  カ 調理作業は，次の点に特に留意すること。 

   ① 食材料の腐敗・変質・質・量の過不足があったときは，すみやかに届け出て指示を受けるこ 

    と。 

     ② 洗浄前の食材料は必ず下処理シンクで処理すること。 

     ③ 食材料を長時間水に浸し放しにしたままにしないこと。 

     ④ 切った食材料を長時間水に浸したり，強く絞りすぎないこと。 

     ⑤ 加熱作業は火力調整を必ず行い，必要以上の加熱及び加熱不足を避けること。加熱調理食品 

    は，中心部が８５℃で１分間以上加熱処理すること。 

     ⑥ 生で食べる野菜の処理は，下洗いをしたのち消毒し，流水で十分に洗浄すること。 

     ⑦ 出来上がり献立に応じた切り方をすること。 

     ⑧ 食材料の無駄をなくす調理方法を行うこと。 

     ⑨ 汚染されやすい食材料を調理途中及び未調理のまま放置しないこと。 

     ⑩ 調理した食品には覆蓋をしてその取扱いは清潔な箸，匙，杓子等衛生上適当な器具によるこ 

    と。 

     ⑪ 食事は指示された年齢別・性別に盛付け，食欲を誘うようきめ細かく気を配ること。 

     ⑫ 魚・肉・野菜等の調理に使用する庖丁，まな板等の器具は明確に区分し，混同した使用は避 

    けること。 

  (3) 配膳・下膳作業 

  ア 配膳は所定の時間内に行うこととするが，調理の味や温度を損なわないようできるだけ短時間 

   で配膳すること。 

  イ 配膳は病棟パントリ－において必ず病棟看護婦と共に確認すること。 

  ウ 下膳は所定の時間に行い，遅食の場合の空膳があった時は，配膳時に必ず下膳し，病棟に放置 

   しないこと。 

  エ 配膳車，配乳車は常に清潔に保つよう薬液・清拭消毒を行うこと。 

  (4) 残飯処理作業 

  ア 残飯残菜は厨房内に溜め置かないこと。 

  イ 残飯残菜の一時貯溜箱及びその周辺は清潔にするとともに投入口は有蓋とすること。 

  ウ 残飯残菜の一時貯溜箱が一杯になった場合は，速やかに院外に搬出すること。 

  (5) 食器洗浄作業 

  ア 調理作業用の前掛け履物で洗浄業務に従事しないこと。 

  イ 食器は使用の都度十分洗浄したのち消毒すること。 

  ウ 調乳ビンは使用前に滅菌すること。 

  エ 食器消毒は摂氏８０℃の熱風に６０分以上ふれさせること。 

  オ 伝染病患者の使用した食器は別に区分し厳重な消毒を施すこと。 

  カ 消毒後の食器は，次の使用時まで所定の清潔な箇所に保管すること。 



 

 

  キ 錆を生じたもの又は破損した食器類は使用しないこと。 

  ク 布きんは常に清潔な白布を用い，作業終了後，洗浄・すすぎ・煮沸消毒（100℃５分煮沸）を

し，乾燥したものを保管・使用すること。 

   ケ 台ふきんは，作業終了後，洗浄・すすぎ・塩素消毒し，乾燥したものを使用すること。 

  コ 使用後のまな板，庖丁等は流水にて洗浄したのち熱風消毒乾燥し，保管すること。 

  (6) 厨房管理業務 

  ア 厨房・調乳室及びその周辺は，常に清潔に保ち食品及び食器具類を衛生的に保つとともに損傷， 

   破損等のないよう細心の注意を払うこと。 

  イ 食器具類に損傷・破損等が生じた場合は必ず届出をすること。 

  ウ 天井・壁・窓・床・戸扉・フ－ド等の清掃は月１回以上実施すること。ただし掃き清掃・清拭 

   清掃は週１回以上実施すること。 

  エ 冷凍冷蔵庫，食品庫，米庫は常に清潔に管理し，週１回の清拭消毒を実施すること。 

  オ 冷蔵庫内は常に清潔に管理し能力が十分発揮できる状態に保ち温度管理をすること。 

  カ 床は常に乾燥状態を保ち，また排水溝に汚物を滞留させないこと。 

  キ 防そ・防虫に努め，食べ物が露出しないようにすること。 

  ク 調理台，盛付台等は必ず使用前と使用後に洗浄・消毒を行うこと。 

  ケ コンベクションオ－ブン，蒸器，電子レンジ，炊飯釜，回転釜等の調理器具は常に清潔に拭き，

外周，受皿に油垢やごみ等が固着しないよう注意すること。なお受皿には油を塗布しておくこ

と。 

  コ 揚油は，使用後油をろ過してステンレス容器に油を移し，冷暗箇所に保管すること。 

  サ 機械器具類のネジ等のしめ込みは完全であるか確認すること。 

  シ 厨房内には，関係者以外の者を入れないこと。 

  ス 厨房内には，直接作業に関係ないもの，又は不用の器具，薬品等を置かないこと。 

  セ 私物は，厨房内に置かないこと。 

  (7) 帳票管理作業 

  ア 作業に伴う各種帳票は病院の指示に基づき保管，管理すること。 

  イ 病院及び監督官庁の指示，改善要求に対して速やかに対応すること。 

  (8) 保存食の確保及び検食の提出作業 

  ア 保存食及び検食は毎食事ごとに確保しておくこと。 

  イ 保存食は，常食，加熱食（常食と異なる献立），離乳食，おやつ，ミルクの原材料及び調理済 

   食品とする。 

  ウ 保存食は１品約５０ｇ程度，検乳は各ミルクについて５０ccとし，所定の容器又はビニール

袋に密封して入れ，冷凍庫（－２０℃以下）で２週間以上保存すること。なお，原材料は特に

洗浄・消毒を行わず，購入した状態で保存すること。 

  エ 保存食は，時間経過ごとに内容を確認し，記録票に記入のうえ廃棄すること。 

  オ 検食は，病院の指示による食数を指示時間までに提出すること。 

  カ 医師等の検食結果は病院から供覧する。 

 (9) 食材料の調達管理に関する業務 

ア 献立に適応した新鮮な食材料を選定し購入すること。また，納入検収は検収簿に基づき適正に

   行うこと。なお，検収簿は病院の検査を受けること。 

イ 食材料の購入額を専用の帳簿等に記載のうえ，患者用，職員等用を区別して適正に管理するこ

   と。 

ウ 毎月の食材料の購入額を所定の様式により病院に提出すること。なお，病院は受託者が管理し

   ている帳簿等を閲覧できるものとする。 

エ 使用する精白米は，茨城県産１等級米（収穫から１年以内のもの）とする。 

オ 購入食材料の廃棄率は，日本食品成分表(2020)によること。 

カ 購入する食材は，従来，当院で使用していたものを基本とし，それ以外を使用するときは，病

   院と協議すること。 



 

 

  (10) 職員食堂の清掃 

   職員食堂の卓上その他の使用箇所の整理，整頓，清掃を行い，清潔に保つよう努めること。 

 

４ その他 

  (1) 厨房内の防火上，危険箇所を発見したときは，直ちに病院に報告し，改善を求めること。 

  (2) 監督官庁の調査等がある場合，病院と分担協力すること。 

  (3) 病院が実施する消防訓練及びその他の管理運営上必要な事業に参画すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２

業務分担表

備考
病院 委託会社

病院給食運営の総括 ◎
栄養委員会の開催、運営 ◎
関係官庁等に提出する給食関係の書類の作成 ◎ ○
関係官庁等に提出する給食関係の書類の確認・提出・保管 ◎ ○
上記以外の給食関係伝票の整理及び日報等報告書の作成・保管 ◎
上記報告書等の確認 ◎
院内関係部署との連絡・調整 ◎
献立表作成基準の作成 ◎
献立表の作成 ◎
食種・食数の管理 ○ ◎
食数集計表の確認 ◎
嗜好調査・喫食調査等の企画・実施 ◎
検食の実施・評価・記録整理・管理 ◎ ○
残食の調査・記録・報告 ○ ◎
栄養指導及び病棟等栄養管理 ◎
作業仕様書の作成 ◎
作業仕様書の確認 ◎
作業計画書の作成 ◎
作業実施状況の確認 ◎
調理 ◎
盛り付け ◎
配膳前の食事の点検 ○ ◎
配膳・下膳 ◎
食器洗浄・消毒・保管 ◎
管理点検記録の作成 ◎
管理点検記録の確認 ◎
作業仕様書の作成 ◎
作業仕様書の確認 ◎
作業計画書の作成 ◎
作業実施状況の確認 ◎
調乳 ◎
配乳・引きびん ◎
哺乳瓶等洗浄・消毒・保管 ◎
管理点検記録の作成 ◎
管理点検記録の確認 ◎
食材の調達(見積、発注、購入、検収、検品） ○ ◎
食材の検収簿、帳簿の作成 ◎
食材の点検 ○ ◎
食材の保管及び在庫管理 ◎
食材の出納事務 ◎
食材の使用状況の確認 ◎
給食施設及び主要な設備の設置・改修・保守管理 ◎
調理器具等の確保及び保守等 ◎
調理器具等の管理 ◎
使用食器の確保 ◎
使用食器の管理 ◎
勤務表の作成 ◎
事務分担、従事者配置表の作成 ◎
事務分担、従事者配置表の確認 ◎

区分 内容
分担

栄養管理

調理管理

調乳管理

材料管理

施設等管理

業務管理



備考
病院 委託会社

区分 内容
分担

衛生面の遵守事項の作成 ◎
食材の衛生管理 ◎
厨房、調理器具及び食器等の衛生管理及び記録 ◎
厨房、調理器具及び食器等の衛生管理の点検 ◎
清潔保持状況の確認 ◎
配膳車の清掃・消毒 ◎
厨房、冷蔵庫等の清掃・消毒 ◎
グリストラップの清掃 ◎
保存食の確保 ◎
保存食の管理・点検等 ◎
衣服等の清潔維持状況等の確認 ◎
納入業者に対する衛生管理の指示 ◎
衛生管理簿の作成 ◎
衛生管理簿の点検・確認 ◎
緊急体制を要する場合の指示 ◎
健康診断の実施、結果の保管 ◎
健康診断実施状況の確認 ◎
検便の定期実施 ◎
検便結果の確認 ◎
事故報告書の作成・提出 ◎
事故報告書の確認・指示 ◎
事故防止策の策定 ◎
事故防止策の確認 ◎
非常食備蓄メニューの作成 ◎
非常食の検収簿、帳簿の作成 ◎
非常食の点検、賞味期限管理 ○ ◎
非常食の保管および在庫管理 ◎
非常食の出納事務 ◎
非常食使用状況の確認 ◎

研修等 事業従事者等に対する研修及び訓練 ◎

※主担当＝◎，副担当＝○
※記載の事項以外について、その都度協議をする。

非常食管理

衛生管理

労働衛生管理



勤務状況(例）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

責任者 常勤 責任者 ① 調理・点検・事務 早番・患者調理　　　　4：30-16：00 早A 早B 早A 早B 早A 早B 早B 早A 早B 早B 早B 早A 早B 早B 早A 早A 早B 早A 早A 早A 早早 早A 早A 早早 早A

常勤 管理栄養士 ② 調理・点検・事務 早番・患者調理補助　4：30-13：30 早A 日勤 補A 補早 補早 補A 早A 補早 補A 早B 早番 補早 日勤 日勤 補早 早A 補早 補早 補A 補早 補A 補早

常勤 管理栄養士 ③ 調理・点検・事務 早番・患者補助　　　　9：00-13：30 補早 補早 補A 日勤 補早 補早 日勤 補早 補早 補A 補A 補A 補A 補早 補A 補助 日勤 補早 日勤 補早 日勤 日勤

常勤 管理栄養士 ④ 調理・点検・事務 日勤・患者補助　　　　9：00-18：00 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤

常勤パート 管理栄養士 ⑤ 調理・点検 日勤・患者補助　　　　9：00-16：00 日早 日早 日早 日早 日早 日早 日早 日早 日早 日早 日早 日早 日早 日早 日早 日早 日早

常勤パート 調理員 ⑥ 盛付・配膳下膳 日勤・患者補助　　　　9：00-18：00 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤 日勤

パート 調理員 ⑦ 仕込 日勤・患者仕込　　　　 9：30-14：30 仕早 仕早 仕早 仕早 仕早 仕早 仕早 仕早 仕早 仕早 仕早 仕早 仕早 仕早

パート 調理員 ⑧ 夕配膳下膳・食器洗浄・洗瓶 遅番・夕洗浄/洗瓶　 18：00-20：30 夕洗 洗瓶 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 洗瓶 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 洗瓶 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 洗瓶 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗

パート 調理員 ⑨ 夕配膳下膳・食器洗浄 遅番・夕洗浄/配下膳13：00-20：30遅洗 遅洗 夕洗 遅洗 遅洗 遅洗 遅洗 遅洗 遅洗 遅洗 遅洗 遅洗 遅洗 遅洗 遅洗 遅洗 遅洗 遅洗 遅洗 遅洗 遅洗

パート 調理員 ⑩ 夕配膳下膳・食器洗浄 遅番・夕洗浄　　　　　18：00-20：30 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗

パート 調理員 ⑪ 夕配膳下膳・食器洗浄 遅番・夕洗浄　　　　　18：00-20：31 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗 夕洗

常勤 栄養士 ⑫ 調乳・配乳・洗瓶 日勤・調乳　           　8：00-17：00 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳

常勤パート 調理員 ⑬ 調乳・配乳 日勤・調乳　             8：00-17：00 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳 調乳

パート 栄養士 ⑭ 調乳・配乳・洗瓶 日勤・調乳/洗瓶       9：00-14：00 洗瓶 洗瓶 調早 調早 調早 調早 調早 調早 調早 調早 調早 調早 洗瓶 調早 洗瓶

パート 調理員 ⑮ 調乳・配乳・洗瓶 日勤・調乳/洗瓶       9：00-14：00 調早 調早 洗瓶 洗瓶 調早 調早 洗瓶 洗瓶 調早 調早 洗瓶 洗瓶 調早 調早 洗瓶

パート 調理員 ⑯ 洗瓶 日勤・洗瓶　　　　　　　9：00-14：00 洗瓶 洗瓶 洗瓶 洗瓶 洗瓶 洗瓶 洗瓶 洗瓶 洗瓶 洗瓶 洗瓶 洗瓶 洗瓶 洗瓶 洗瓶

事務 常勤パート 事務員 ⑰ 事務・盛付補助 日勤・事務　            9：00-18：30 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務 事務

常勤パート 調理師 ⑱ 職員食調理・仕込 日勤・職員調理仕込　9：00-18：00 職員 職員 仕込 職員 仕込 職員 職員 仕込 仕込 仕込 職員 職員 職員 仕込 仕込 職員 職員 職員 仕込 仕込 職員

常勤パート 調理師 ⑲ 職員食調理・洗浄 日勤・職員調理仕込　9：00-16：00 職早 職早 職早 職早 職早 職早 職早 職早 職早 職早 職早 職早 職早 職早 職早 職早

常勤パート 調理員 ⑳ 職員食仕込・盛付・洗浄 日勤・職員補助仕込   9：00-18：00 職補 職補 職補 職補 職補 職補 職補 職補 職補 職補 職補 職補 職補 職補 職補 職補 職補 職補 職補 職補 職補 職補

早早 4：30-9：00 日早 9：00-16：00 遅洗 13：00-20：30 調早 9：00-14：00

早A 4：30-13：30 日勤 9：00-18：00 夕洗 18：00-20：30 調乳 8：00-17：00

早B 4：30-16：00 洗瓶 9：00-14：00

早番 4：30-18：00 仕早 9：30-14：30

仕込 9：00-18：00 事務 9：00-18：30

補早 4：30-9：00

補A 4：30-13：30 職早 9：00-15：00

補助 4：30-18：00 職員 9：00-18：00
職補 9：00-18：00

主な業務 主な勤務時間

患者食

調乳

職員食

勤務形態 職種 番号



タイムスケジュール（例）

4時 ５時 ６時 ７時 ８時 ９時 １０時 １１時 １２時 １３時 １４時 １５時 １６時 １７時 １８時 １９時 ２０時

朝昼食調理・盛付・点検 (早A）
翌日仕込 (早早)
夕食調理 (早B)
事務

朝昼食調理・盛付・点検 （早A)
職員朝食調理・盛付 （日勤、補早・A）
食札作成 （日勤、補早・A）
夕食盛付・点検 （日勤）

おやつ盛付・配膳

昼夕食盛付・配膳

朝おやつ昼下膳・洗浄

仕込準備

昼食夕食調理・盛付

離乳食おやつ調理盛付

日勤仕込⑦ 患者食仕込

清掃・ゴミ捨て

夕食配膳

夕食下膳・洗浄

調乳

配乳

洗瓶

日勤 調乳 (調乳)
洗瓶 (洗瓶）
引瓶 （洗瓶）

食札・食数表など作成

発注・食数管理等事務

検収

職員昼食盛付

職員昼食調理

職員仕込み

昼食下膳・洗浄

職員昼食調理・盛付

職員仕込み （職補）
昼食洗浄 （職補）
職員夕食調理・盛付 （職員）

日勤職員
⑲ 休憩

日勤昼夕職
員

昼洗浄
⑱⑳

休憩

日勤/補助
⑤

調乳/洗瓶
⑧⑭⑮⑯

日勤調乳
⑫⑬

休憩

日勤事務
⑰

休憩

休憩

主な業務

夕洗浄
⑧⑩⑪

休憩

早番
補助/患者
職員朝食
②③

休憩

早番患者
①

休憩

日勤
補助/洗浄
患者
④⑥

休憩

休憩



厨房備品一覧

No 名称 規格 設置場所
1 一槽水切りシンク HD1-126BL 検収コーナー
2 テーブル HT-126B 検収コーナー
3 エレクターシェルフ MS-1220 ハウス冷蔵庫
4 冷蔵室 ハウス冷蔵庫
5 エレクターシェルフ MS-1820 ハウス冷蔵庫
6 エレクターシェルフ MS-1520 ハウス冷蔵庫
7 エレクターシェルフ MS-1070 ハウス冷蔵庫
8 消毒保管庫 ﾎｼｻﾞｷ HSB-10SA3-1-HK   200V 厨房(包丁･まな板用)
9 冷凍庫 ﾎｼｻﾞｷ HF-150Z3-ML 厨房（患者用）
10 球根皮剝機
11 合成調理機
12 二槽シンク HS2-157T 厨房（仕込み用）
13 調理台 HT-157 厨房（職員仕込み用）
14 調理台 HT-157-3D 厨房（患者仕込み用）
15 オーバーシェルフ 厨房（仕込み用）
16 業務用冷凍庫 北沢産業URD-54FMTA1-F　3Φ200V 900W 厨房(職員用)
16 業務用冷凍庫 ﾎｼｻﾞｷ HF-150Z3-ML 厨房（患者用）
17 エレクターシェルフ LS-1520 厨房（仕込み用）
18 テーブル 厨房（仕込み用）
19 ドラフト洗米器
20 電気式自動炊飯器 ARCX-3E 3相200V　21.9KW 厨房(職員用)
21 ワゴン 厨房用（なべ置き）
22 一槽シンク 厨房（患者用）
23 コールドテーブル ﾎｼｻﾞｷ　FT-120SDF 厨房（患者冷凍庫）
24 コールドテーブル N-SUC-E1571H 厨房（患者冷蔵庫）
25 一槽水切りシンク 厨房
26 ＩＨ調理器 MIR-2555SB-N5 3相200V　5KWx6 厨房
27 パンラック HP-157 厨房
28 作業台 HT-187W 厨房
29 電気回転釜 DEK-30J-D 3相200V　18KW 厨房
30 スチームコンベクションオーブン ﾗｼｮﾅﾙ SCC-WE101（電気） 厨房
31 脇台
32 蒸し器 NSC-10G 厨房
33 食器消毒保管庫 ﾎｼｻﾞｷ HSB-15SPA3-1　3Φ 200V 6.3KW 厨房(調理器具用)
34 エレクターシェルフ 厨房用
35 温蔵庫 ニチワ電機 HS-750LA 厨房（患者用）
36 冷蔵庫 N-SRR-E781H 厨房（患者用）
37 移動台 HM-126 厨房
38 調理台 厨房
39 一槽水切りシンク 厨房
40 コールドテーブル ﾎｼｻﾞｷ　FT-150SNF 厨房
41 電子レンジ ｻﾝﾖｰ EM-1610 厨房
42 ティルティングパン TLT-10G 厨房
43 冷蔵冷凍庫 日立RF-823F 厨房（調乳職員食保存食用）
44 フライヤー
45 ガステーブル PGT-963S 厨房
46 脇台 HT-66B 厨房
47 作業台 HT-156B 厨房（調乳用）
48 適温配膳車 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾍﾙｽｹｱ㈱　CD1032FG 厨房(2A用)
48 適温配膳車 PHC ﾃﾞﾘｶｰﾄ CD1132HP 厨房(3B用)
49 一槽ダスト残菜かご付シンク 厨房（洗浄コーナー）
50 食器洗浄機 ﾎｼｻﾞｷ JWE-2400CB-R 厨房（洗浄コーナー）
51 移動台 HM-76 厨房（洗浄コーナー）
52 食器消毒保管庫 ISC-W20A-S 厨房
53 食器消毒保管庫 ISC-W40A-S 厨房
54 シャワーシンク 厨房（洗浄コーナー）
55 トレイディスペンサー NO-36TS 職員食堂
56 移動台 HM-96 職員食堂
57 コールドフードユニット 職員食堂
58 ホットフードユニット 日本調理機　1480X750X1880mm 職員食堂
59 ホットフードユニット 職員食堂

なし
なし

なし

なし

なし



60 ライス・スープユニット 職員食堂
61 冷凍冷蔵庫
62 温蔵庫 HFC-R1 職員食堂
63 一槽台付シンク 職員食堂
64 食器ディスペンサー
65 ティーサーバー ﾎｼｻﾞｷ　ATC-EA1 職員食堂
66 エレクターシェルフ MS-1520 備品庫
67 エレクターシェルフ MS-1220 備品庫
68 エレクターシェルフ MS-1520 備品庫
69 エレクターシェルフ MS-910 備品庫
70 二槽シンク HS2-186B 洗瓶室
71 超音波洗浄機 東京超音波技研　UC-602 洗瓶室
72
73 ボトルスチーマー 三田理化　MB-30ED 調乳室
74 アイスメーカー IM-50L 調乳室
75 調乳水製造装置 三田理化　CMIFS-501E-WA-180 調乳室
76 作業台 調乳室
77 一槽シンク HS1-96B 調乳室
78 終末蒸気殺菌装置 三田理化 MHS-70SR 調乳室
79
80 作業台 HTC-156B 調乳室
81
82 全自動軟水器 三田理化　MS-5 調乳室
83 配乳車 1300X500X1200 調乳室
84 冷蔵庫 調乳室
85 ゆで麺器 ニチワ電機 ENB-900NH 職員食堂
86 高圧洗浄機 K-580 厨房
87 ライスタンク
88 浸漬槽 洗浄コーナー
89 水切台 洗浄コーナー
90 戸棚 厨房
91 炊飯台 HT-66B 厨房
92 ガス炊飯器 RR-50S1 厨房
93 平棚 調乳室
94 食器棚 ﾎｼｻﾞｷ HFC-B-0960 調乳室
95 水切台 洗瓶室
96 超音波洗浄機 東京超音波技研　UC-602 洗瓶室
97 哺乳瓶洗浄装置 ｼｬｰﾌﾟ ｼﾞｪｯﾄｳｫｯｼｬｰ MU-5100 洗瓶室
98 平棚 職員食堂
99 平棚 洗瓶室
100 コールドテーブル 三洋　SUF-G1271SA 厨房食堂カウンター
その他 冷凍庫 三洋 SRF-E1583H 厨房(保存食用)
その他 配膳車 日本電装　NTR-7028 28膳用 厨房(2Aおやつ用)
その他 配膳車 日本電装 NTR-7028 厨房(2Bおやつ用)
その他 Ｅ－ＯＺＯＮ ｳｫｰﾀｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 栄養科前ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ

なし

欠番

欠番

欠番

なし

なし











非常食食材リスト

患者食3日分
種類 食品 入数 単位 数 単位 在庫数
主食 ひだまりパン（プレーン、メープル） 36 袋 3 ケース 108

わかめごはん 50 袋 1 ケース 50

五目ごはん 50 袋 1 ケース 50
白飯 50 袋 1 ケース 50

主菜 やきとり缶 36 缶 1 ケース 36
ツナ缶 24 缶 1 ケース 24
ハンバーグ煮込み 50 袋 1 ケース 50

サバのみそ煮 50 袋 1 ケース 50

豚肉のしょうが煮 12 缶 4 ケース 48

ホワイトシチュー 36 袋 1 ケース 36
肉じゃが 50 袋 1 ケース 50
ポークカレー 50 袋 1 ケース 50

筑前煮 50 袋 1 ケース 50

副菜 豚汁 50 袋 1 ケース 50

さつま芋のレモン煮 50 袋 1 ケース 50
ソフト金時豆 50 袋 1 ケース 50
りらく大根と昆布の煮物 60 袋 1 ケース 60

飲み物 カゴメ野菜一日これ一本（長期保存) 30 缶 4 ケース 90

おかし ライスクッキー 48 箱 1 ケース 48

その他 しょうゆ パック パック 40

ピーチクラッシュ パック パック 5
りんごうらごし パック パック 5

分粥用

ふっくら白粥 40 パック 1 ケース 40
やわらかおかず　肉じゃが 5 パック 1 箱 5
やわらかおかず　大根鶏そぼろあんかけ 5 パック 1 箱 5

やわらかおかず　たらの彩りあんかけ 5 パック 1 箱 5

やわらかおかず　海老グラタン 5 パック 1 箱 5
やわらかおかずうなたま 5 パック 1 箱 5
セルティ　にんじんのスープ 5 パック 5

セルティ　とうもろこしのスープ 5 パック 5
セルティ　かぼちゃのスープ 5 パック 5

クリームシチュー

離乳用

ふっくら白粥 40 パック 1 ケース 40
キューピーベビーフードバナナといちご 24 瓶 1 ケース 24
ｷｭｰﾋﾟｰﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞかぼちゃとさつまいも 24 瓶 2 ケース 48
ｷｭｰﾋﾟｰﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄ４種の根菜とささみ 24 瓶 1 ケース 24
ｷｭｰﾋﾟｰﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄささみと緑黄色野菜 24 瓶 1 ケース 24
ｷｭｰﾋﾟｰﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄ緑の野菜とさつまいも 24 瓶 1 ケース 24
ｷｭｰﾋﾟｰﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄ北海道産コーン 24 瓶 1 ケース 24

ｷｭｰﾋﾟｰﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞももと白ぶどう 24 瓶 1 ケース 24

水

五州薬品災害非常用あんしん保存水 6 本 167 箱 1002

2000ℓ分（2ℓ×1002本）

ミルク 森永　はぐくみ 8 缶 1 ケース

森永　GP-P 12 缶 1 ケース

森永　ニューMA-1

明治　MCTフォーミュラ 6 缶 1 ケース

2023.07.14

































































 

 

職員等給食業務委託仕様書 

 

 

 職員及び関係者等（以下「職員等」という。）給食業務の実施にあたっては，この仕様書の定めるところ

により行うものとする。 

 

 

１ 業務履行場所 

  水戸市双葉台３丁目３番地の１ 

  茨城県立こども病院 

 

２ 業務の範囲 

  (1) 茨城県立こども病院の職員等の朝食，昼食，夕食を対象とし，委託する業務は次のとおりとする。 

  当該業務は全て受託者の責任において実施すること。 

   ア 調理業務 

     受託者は，職員等に満足を与えるよう誠意をもって調理を行うこと。 

    イ 残飯処理業務 

       受託者は，調理に伴う残菜・残食を病院の指示に従い，衛生的に処理し院外に搬出しなければなら 

   ない。 

    ウ 食器洗浄消毒業務 

     受託者は，下膳した食器類を整理後，適切に洗浄・消毒し，数量を確認のうえ清潔に保管しなけれ

   ばならない。 

    エ 厨房管理業務 

     受託者は，使用する厨房等を常に清潔に保持し，定期的に清掃消毒するとともに，防そ・防虫に万

   全を期さなければならない。 

  オ 衛生管理業務 

    受託者は，厚生労働省通知による「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従い，常に適切な衛生管

   理に努めなければならない。 

    カ 帳票管理業務 

     受託者は，業務に伴う各種帳票を適切に管理しなければならない。 

    キ 保存食の確保義務 

     受託者は，毎食ごとに保存食を確保すること。 

   ク 食材料の調達管理に関する業務 

受託者は，受託者が作成し，病院の確認を受けた献立表及び喫食者数に基づき，食材料の発注を行

   い，食材料の発注・調達を行ったものについて適正に検収を行うこと。また，必要に応じて検収の際

   に病院の栄養士が立ち会うものとする。 

調達した食材料は，病院が指定する場所で保管し，保存状況ならびに消費期限を管理すること。 

予定食数は，別表のとおりとする。 

   ケ その他 

     その他病院の指示する業務 

  (2) 病院は，必要の都度受託者の関係書類・材料・作業状態・保健衛生状態・その他の管理状況等の業務 

  内容を立入り検査することができる。 

 

３ 施設等の取扱い 

  (1) 給食業務に必要な厨房・洗浄室・下処理室・食品庫・更衣休憩室・事務室・エレベ－タ－を受託者に 

  無償で貸与する。 

 (2) 厨房機器・給食備品類・事務備品は病院側で調達し，受託者に無償で貸与する。 

 (3) 業務に使用する水，電力等光熱水費及び事務用通信費は病院側で負担する。 

 



 

 

４ 給食委託の条件 

  (1) 給食レベル 

    職員等給食の献立は，受託者が作成し，病院側の承認を受けること。 

  (2) 職員等給食時間（職員食堂） 

       朝 食    ７：００～ ８：３０ 

       昼 食     １１：３０～１３：３０ 

       夕 食      １８：００～１９：３０ 

  (3) 申し込み等 

 開始食（取消，変更）  締切時間（申込，取消，変更） 

 昼食  当日の ８：３０まで 

 夕食  当日の１２：００まで 

 朝食  前日の１５：００まで 

 (4) 食材料比率 

職員等給食の契約単価に占める食材料費の比率は５０％以上とすること。 

 

５ 指示事項 

  (1) 業務協力 

    受託者は，業務の実施にあたり，病院の指示監督のもとにその責務を果たこと。 

  (2) 遵守事項 

    受託者は，業務の実施にあたり，善良な管理者の注意を払うとともに，関係法令に基づき次の事項を 

  遵守しなければならない。 

  ア 医療法施行規則第９条の１０第１号から第１３号 

イ 平成５年２月１５日付厚生省健康政策局長通知（健政発第９８号）の第三 

ウ 平成５年２月１５日付厚生省健康政策局指導課長通知（指第１４号）の第四 

   エ 病院の行う指示に誠意をもって従うこと 

  オ 常に業務改善のための研究努力を行うこと 

  カ 常に技術研さんに努めること 

  キ 省資源・省エネルギ－に努めること 

  ク 衛生管理に努めること 

  ケ 災害防止に努めること 

 (3) 業務責任者の配置 

  ア 受託者は，業務の実施にあたり業務遂行上の責任者を定め，病院に届け出るとともに，常駐させて

   連絡調整の任にあたらせること。また，業務責任者が不在のとき，その職務を代行する者を定めるこ

   と。 

イ 業務責任者は，病院給食業務５年以上の経験を有する管理栄養士又は栄養士資格を有する者とする

こと。 

ウ 業務責任者の１年未満での異動は，原則として行わないこと。 

  (4) 業務従事者の確保 

   ア 受託者は，必要な人員を必要な構成で配属しなければならない。 

  イ 受託者は，業務従事者名簿（担当業務・氏名・年齢・住所を記載したもの）に写真と業務に従事す

   るために必要な資格を証する書類の写しを添付して病院に提出すること。新たに配属された場合も同

   様とし，配属が解かれた場合は変更後の業務従事者名簿を提出すること。 

  (5) 従事者の服務・規律 

    受託者は，業務従事者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。 

   ア 勤務中は，受託者制定の衣服を着用すること。 

   イ 勤務中は，礼儀正しく品行を慎み，応接にあたっては懇切丁寧を旨とし，仮にも粗暴にわたる言動 

   があってはならない。 

   ウ 勤務中に飲酒をしてはならない。また酒気をおびて勤務をしてはならない。 



 

 

   エ 病院敷地内での喫煙，その他勤務の遂行を怠るような行為をしいはならない。 

  オ 勤務中は，病院の規則等に従うこと。 

 

６ 報告等 

 (1) 受託者は，業務の実施にあたり，医療法施行規則第９条の１０第８号及び第９号に規定する標準作業

  書及び業務案内書を作成し，病院に提出し承認を得なければならない。 

 (2) 受託者は，従事者の健康管理状況の結果をその都度速やかに病院に提出しなければならない。 

  (3) 受託者は，業務実施に際して異常を認めた場合は，直ちに病院に報告し，その指示に従わなけれ 

  ばならない。 

  (4) 受託者は，事故が発生したときは，直ちに適切な措置を講ずるとともに病院に報告し，その指示 

  に従わなければならない。 

 

７ 業務の引継ぎ 

   受託者は，契約期間の満了又は契約の解除等に伴い，新たに配置される受託者と交替する場合は， 

  病院の運営に支障のないよう，病院が定める必要期間内に十分な時間及び内容をもって全ての業務  

  の引継ぎを行わなければならない。 

 

８ その他 

  (1) 本仕様書以外の業務運営については，別に定める作業基準書によるものとする。 

  (2) 貸与された室の火気取締については，火気取締責任者を定めて遺漏のないようにすること。 

  (3) ここに記載されていない事項については，委託者・受託者誠意をもって協議し決定するものとする。 

 

 

別表 

 

 食数見込表             （単位：食） 

区   分 予定食数 

朝食      ４００ 

定食（昼食，夕食）  １１，９００ 

合 計  １２，３００ 

（注）上記の予定食数は，令和６年度から令和８年度までの単年度あたりの予定食数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

作 業 基 準 書 

 

 

 この基準書は，職員及び入院患者付添者等（以下「職員等」という。）給食業務を実施するにあたり，作

業上留意する基準を示すものである。 

 

１ 従事者の作業管理 

 (1) 従事者の中から責任者を定め，指揮監督にあたらせること。 

 (2) 責任者は，絶えず病院と密接な連絡をとるとともに，病院指示事項を従事者に徹底させること。 

 (3) 責任者は，作業に従事するにあたり事前に勤務表を病院に提出し，変更のあるときは速やかに報告す 

  ること。 

 (4) 従事者は，勤務表に基づき就業することを原則とし，常に作業に支障がないよう従事者の補充等の措 

  置を講ずること。 

 (5) 従事者の中から盛付業務の担当者を定めておくこと。 

 (6) 責任者は，常に作業の内容を分析・検討し，合理化・能率化を図ること。 

 (7) 常に内部研修会，研究会を自主的に行い自己研さんに励むこと。 

 

２ 従事者の衛生管理 

  (1) 従事者の健康管理については絶えず注意を払うとともに，年１回以上健康診断を実施し，その結果を

  病院に報告すること。 

  (2) 従事者の細菌検査は毎月１回以上（ただし５月～１０月は月２回）実施し，その結果を病院に報告す

  ること。検査項目については，赤痢菌・サルモネラ菌・腸管出血性大腸菌の検査を実施すること。ただ

  し，月２回目の検査時には，腸管出血性大腸菌検査の項目は省略してもよいこととする。また，必要に

  応じ１０月～３月にはノロウイルスの検査を含めること。 

 (3) 従事者が次に該当するときは，直ちに病院に報告し，調理作業を含む全ての業務に従事させてはなら

  ない。また，次のア，イに該当する同居者がいる従事者も同様とする。 

ア 赤痢（疫痢を含む），腸チフス，パラチフス，コレラ，腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７等「感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年１０月２日法律第１１４号，以下次項

において「感染症法」という。）」による第１類感染症から第３類感染症までの感染症 

イ 感染症法による感染症の保菌者 

ウ 化膿性創傷，伝染性皮膚疾患 

エ 新型インフルエンザ等の感染症 

 (4) 新たに従事させようとする従業者について，次の項目について抗体価検査を実施し，その状況を甲に

  報告する。なお，抗体のない者についてはワクチン接種を実施する。また，信仰上の理由など諸事情に

  より接種ができない者は，患者に接する業務に従事させてはならない。 

ア 麻疹 

イ 風疹 

ウ 水痘 

エ 流行性耳下腺炎 

  (5) 従事者は，近隣に感染症発生の場合は，速やかに病院に申し出て指示を受けること。 

 

３ 作業 

  (1) 共通的事項 

  ア 作業に際しては，日誌・予定表等を作成し，能率よく作業する習慣をつけること。 

  イ 作業中は，専用の被服・帽子・履物・前掛等を着用し，作業にたずさわらないときはこれらを着用 

   しないこと。 

  ウ 作業上必要がある場合は必ずマスク・手袋を着用すること。 

  エ 常に被服・頭髪・手指・爪等の清潔保持に努めること。 

  オ 厨房内で更衣・喫煙・休息・放痰等の不潔な行為はしないこと。 



 

 

  カ 就業前、用便後，休息後，電話使用後はその都度手指の洗浄消毒を行うこと。 

  キ 作業中は，髪・鼻・口・耳等に手を触れないこと。 

  ク 火気取締責任者を定め火気の扱いには十分気をつけること。 

  ケ 電気・ガス・水・給湯等の使用にあたっては節約に努めること。 

  コ 作業中は無駄な私語は慎むこと。 

 (2) 調理作業 

  ア 食材料の腐敗・変質・質・量の過不足があったときは，すみやかに届け出て指示を受けること。 

   イ 洗浄前の食材料は必ず下処理シンクで処理すること。 

   ウ 食材料を長時間水に浸し放しにしたままにしないこと。 

   エ 切った食材料を長時間水に浸したり，強く絞りすぎないこと。 

   オ 加熱作業は火力調整を必ず行い，必要以上の加熱及び加熱不足を避けること。加熱調理食品は，中 

   心部が８５℃で１分間以上加熱処理すること。 

   カ 生で食べる野菜の処理は，下洗いをしたのち消毒し，流水で十分に洗浄すること。 

   キ 出来上がり献立に応じた切り方をすること。 

   ク 食材料の無駄をなくす調理方法を行うこと。 

   ケ 汚染されやすい食材料を調理途中及び未調理のまま放置しないこと。 

   コ 調理した食品には覆蓋をしてその取扱いは清潔な箸，匙，杓子等衛生上適当な器具によること。 

   サ 魚・肉・野菜等の調理に使用する庖丁，まな板等の器具は明確に区分し，混同した使用は避けるこ 

   と。 

  (3) 残飯処理作業 

  ア 残飯残菜は厨房内に溜め置かないこと。 

  イ 残飯残菜の一時貯溜箱及びその周辺は清潔にするとともに投入口は有蓋とすること。 

  ウ 残飯残菜の一時貯溜箱が一杯になった場合は，速やかに院外に搬出すること。 

  (4) 食器洗浄作業 

  ア 調理作業用の前掛け履物で洗浄業務に従事しないこと。 

  イ 食器は使用の都度十分洗浄したのち消毒すること。 

  ウ 食器消毒は摂氏８０℃の熱風に６０分以上ふれさせること。 

  エ 消毒後の食器は，次の使用時まで所定の清潔な箇所に保管すること。 

  オ 錆を生じたもの又は破損した食器類は使用しないこと。 

  カ 布きんは常に清潔な白布を用い，作業終了後，洗浄・すすぎ・煮沸消毒（100℃５分煮沸）をし，

乾燥したものを保管・使用すること。 

   キ 台ふきんは，作業終了後，洗浄・すすぎ・塩素消毒し，乾燥したものを使用すること。 

  ク 使用後のまな板，庖丁等は流水にて洗浄したのち熱風消毒乾燥し，保管すること。 

  (5) 厨房管理業務 

  ア 厨房及びその周辺は，常に清潔に保ち食品及び食器具類を衛生的に保つとともに損傷，破損等のな 

   いよう細心の注意を払うこと。 

  イ 食器具類に損傷・破損等が生じた場合は必ず届出をすること。 

  ウ 天井・壁・窓・床・戸扉・フ－ド等の清掃は月１回以上実施すること。ただし掃き清掃・清拭清掃 

   は週１回以上実施すること。 

  エ 冷凍冷蔵庫，食品庫，米庫は常に清潔に管理し，周１回の清拭消毒を実施すること。 

  オ 冷蔵庫内は常に清潔に管理し能力が十分発揮できる状態に保ち温度管理をすること。 

  カ 床は常に乾燥状態を保ち，また排水溝に汚物を滞留させないこと。 

  キ 防そ・防虫に努め，食べ物が露出しないようにすること。 

  ク 調理台，盛付台等は必ず使用前と使用後に洗浄・消毒を行うこと。 

  ケ コンベクションオ－ブン，蒸器，電子レンジ，炊飯釜，回転釜等の調理器具は常に清潔に拭き，外

周，受皿に油垢やごみ等が固着しないよう注意すること。なお受皿には油を塗布とておくこと。 

  コ 揚油は，使用後油をろ過してステンレス容器に油を移し，冷暗箇所に保管すること。 

  サ 機械器具類のネジ等のしめ込みは完全であるか確認すること。 

  シ 厨房内には，関係者以外の者を入れないこと。 



 

 

  ス 厨房内には，直接作業に関係ないもの，又は不用の器具，薬品等を置かないこと。 

  セ 私物は，厨房内に置かないこと。 

  (6) 帳票管理作業 

  ア 作業に伴う各種帳票は病院の指示に基づき保管，管理すること。 

  イ 病院及び監督官庁の指示，改善要求に対して速やかに対応すること。 

  (7) 保存食の確保作業 

  ア 保存食は毎食事ごとに確保しておくこと。 

  イ 保存食は，原材料及び調理済食品とする。 

  ウ 保存食は１品約５０ｇ程度，所定の容器又はビニール袋に密封して入れ，冷凍庫（－２０℃以下） 

   で２週間以上保存すること。なお，原材料は特に洗浄・消毒を行わず，購入した状態で保存すること。 

  エ 保存食は，時間経過ごとに内容を確認し，記録票に記入のうえ廃棄すること。 

 (8) 食材料の調達管理に関する業務 

ア 献立に適応した新鮮な食材料を選定し購入すること。また，納入検収は検収簿に基づき適正に行う

   こと。なお，検収簿は病院の検査を受けること。 

イ 食材料の購入額を専用の帳簿等に記載のうえ，患者用，職員等用を区別して適正に管理すること。 

ウ 毎月の食材料の購入額を所定の様式により病院に提出すること。なお，病院は受託者が管理してい

   る帳簿等を閲覧できるものとする。 

エ 使用する精白米は，茨城県産 １等級米（収穫から１年以内のもの）とする。 

オ 購入食材料の廃棄率は，日本食品成分表(2020)によること。 

カ 購入する食材は，従来，当院で使用していたものを基本とし，それ以外を使用するときは，病院と

   協議すること。 

  (9) 職員食堂の清掃 

   職員食堂の卓上その他の使用箇所の整理，整頓，清掃を行い，清潔に保つよう努めること。 

 

４ その他 

  (1) 厨房内の防火上，危険箇所を発見したときは，直ちに病院に報告し，改善を求めること。 

  (2) 監督官庁の調査等がある場合，病院と分担協力すること。 

  (3) 病院が実施する消防訓練及びその他の管理運営上必要な事業に参画すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

職員等給食業務単価見積書 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

茨城県立こども病院長  殿 

 

 

 

 

                          住  所 

 

 

                          社  名 

 

 

                          代表者名                 印 

 

 

 下記のとおりお見積り申し上げます。 

 

品      名 
 

仕  様 
 

単  位 
 

単  価 
 

予定数量（単年度） 

 

 朝       食 
 

 別紙仕様書のとおり 
 

１食につき 
 

              円 
 

      ４００食 

 

 定食（昼食・夕食） 
 

 別紙仕様書のとおり 
 

１食につき 
             

               円 
 

  １１，９００食 

 

 見積もり金額は，消費税込みの金額とする。 
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